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１．財政の現状ー
歳出と歳入の一体改革の必要性（１）
田近栄治、「財政再建と予算管理」、『会計検査研究』、
37号、5－11ページ、2008年3月
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財政の現状ー
歳出と歳入の一体改革の必要性（２）
硬直化した財政

地方交付税：総枠としての地方財政計画により
地方歳出総額が決まり、その財源調達手段とし
ての交付税の改革が必要（財源保障の廃止）

社会保障：社会保障の多くを社会保険とすること
による負担調整の必要性。ここでも、医療費、介
護費用の総額の一定割合を自動的に公費への
付けとする総枠管理方式を廃止し、負担能力に
よる個人救済とするべき。



6

２．ドイツの取り組み

ドイツの経済成長と財政
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2006年3月には、ドイツの財政改善をテーマにEU経済・
財政相理事会（ECOFIN）が開催され、2007年までには
財政収支の規律を達成することを正式に求めた。メルケ
ル首相率いる大連立政権が断行した税制改革とは。

・付加価値税を16％から19％へと引き上げ、そのうち
2％は財政赤字の削減、1％は雇用保険料の6.5％から
4.2％への引下げに用いる（2007年1月施行）。
・経済活性化のために法人税率を38.7％から30％へと
引下げる（2008年1月施行予定）。ただし、減税財源は、
できるだけ法人税の課税ベースの拡大、移転価格税制
など執行の強化により、ネットの減税額は50億ユーロ程
度に抑える。
・経済活性化の観点から、金融所得課税は、配当所得
の二重課税の軽減を図るため25％の源泉課税とする
（2009年1月施行予定）。
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３．日本の税制の問題

ＯＥＣＤ Economic Survey, Japan,
volume 2008/4, April 2008

財政再建の必要性：歳出カットだけでは、財政改
善が困難

税制：消費税、法人税、個人所得税などの現状と
問題の指摘日本の税制の問題
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４．財政再建の財源としての
消費税の特徴
日本の消費税

単一・低税率（５％＝４％＋１％）

・ 財源としての消費税の特徴

① 生涯負担の観点からみると、消費の変動（山と谷）は、
所得より小さい。

② 貯蓄選択への影響が小さい。

③ 社会保障負担が、若年者にしわ寄せされることを是正。

④ 同額税収を所得税（個人＋法人）からあげる場合と比
べて、成長への負の効果が小さい。
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